
消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

旅行予約サイト旅行予約サイト
申込み前によく確認！申込み前によく確認！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和８年 

６・７月号

　海外の旅行予約サイトで、ホテルを予約した。宿泊日 
を間違えたのですぐキャンセルしたが、「キャンセル料 
１００％」を請求された。納得できない。 （相談者：５０歳代女性）

　旅行予約サイトでの予約は、原則としてそのサイトの
キャンセル条件や契約内容に従うことになります。
　また、海外事業者の場合は、日本の法律を用いた交渉
が難しい場合があります。ネット上には「場貸しサイト」
や「旅行比較サイト」などもあり、それぞれ契約関係 
や仕組みが異なるため、注意が必要です。

□ ���予約確認メール等は、旅行が終わるまで保管！✓

□ ���氏名（スペルや姓名の順など）、旅行日程、 
メールアドレス等の入力ミスに気をつける！

✓

□	��サ イ ト 運 営 事 業 者 の 名 称・ 住 所（ 国 内 / 海 外 ） 
問合せ先、支払代金額・内訳、キャンセル条件 

（航空券と宿泊施設で異なる。）等を確認する！

✓







保 土 ケ 谷

品逸

の

保土ケ谷区制100周年記念事業

問い合わせ：保土ケ谷区制100周年事業実行委員会事務局（区役所地域振興課）045-334-6303

区の知名度・イメージアップへの貢献が期待できる

１ 区で長年愛され親しまれている

区内産の素材が使用されている

区の特色を活かしている

２

３

４

募集期間

5 / 1 ～ 6 / 30金 火

推薦条件

その１ 下部の推薦書を応募ボックスへ投函！＠区役所２階

その２ QRコードから電子申請！→

保土ケ谷区内で購入できる食べもの・飲みもので、

令和９年に迎える区制100周年を記念し、第二弾『保土ケ谷の逸品』を募集します。

推薦方法

応募はこちら

認定された逸品はデジタルマップ、ホームページで公開中！

保土ケ谷区マスコット

ほどぴー※今回の募集で、１店舗あたり１商品を認定
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